
中土佐町定住促進中間管理住宅の設置及び管理に関する要領 

平成２７年５月８日 

告示第５１号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、中土佐町定住促進中間管理住宅の設置及び管理に関する要綱（平成

２７年中土佐町第５０号。以下「要綱」という。）第１２条の規定に基づき、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 空き家 中土佐町内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今

後も居住の予定がない住宅 

(２) 所有者 空き家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者 

(３) 賃貸物件 所有者と町長が賃貸借した空き家 

(４) 中間管理住宅 町長が、町内の空き家を借り上げて整備し、賃貸の用に供する住宅 

(５) 定期建物賃貸借契約 借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 38 条に規定する契約

（以下「定期契約」という。） 

(６) 原状回復 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故

意、過失、善管注意義務違反又はその他通常の使用を超えるような使用による損耗及び

毀損の復旧 

（空き家の募集） 

第３条 町長は、中間管理住宅として使用する空き家の募集を次に掲げる方法により行う

ものとする。  

(１) 町のホームページ 

(２) 町の広報誌又は回覧文書 

(３) 前２号に掲げるものに準ずる方法 

（所有者からの申込み） 

第４条 要綱第３条の規定により空き家の賃貸借契約を締結しようとする所有者は、中土

佐町定住促進中間管理住宅事業申込書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（賃貸物件の選定） 

第５条 町長は、前条により申込みのあった空き家から次の各号により賃貸借契約を締結

する空き家を選定する。 

(１) 改修に要する費用が町の定める上限以内のもの 

(２) 第 13 条で定める者に転貸することに所有者の同意を得られるもの 

(３) 主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件 

(４) 駐車場又は田畑などの空き家の付帯施設の有無等 
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（内定通知） 

第６条 町長は、前条の規定により中間管理住宅として使用する空き家を選定したときに

は、空き家の賃貸借契約内定通知書（様式第２号）により所有者に通知するものとする。 

（所有者との契約） 

第７条 内定通知書の交付を受けた者は、町長が定める期日までに要綱及び本要領を確認

のうえ、賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書（様式第３号）により定期契約を締結す

るものとする。 

（使用目的） 

第８条 町長は、賃貸物件を中間管理住宅として使用するものとする。 

（空き家の賃貸借期間） 

第９条 要綱第４条における期間の満了により空き家の賃貸借期間が終了したときは、契

約更新はしない。ただし、町長と所有者は、協議の上、期間満了の日の翌日を始期とす

る新たな賃貸借契約をすることができるものとする。 

２ 前項ただし書の場合において、要綱第４条の規定は適用しない。 

（期間満了の通知） 

第 10 条 所有者は、期間満了の１年前から６月前までの間に町長に対し、賃貸借が終了

する旨を通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を怠った場合は、その終了を町長に主張することができない。

ただし、所有者が、通知期間の経過後町長に対し期間の満了により定期契約が終了する

旨の通知をした場合においては、その通知の日から６月を経過した日に定期契約は終了

する。 

（明渡し） 

第 11 条 町長は、賃貸物件を明け渡そうとするときは賃貸物件明渡通知書（様式第４号）

により通知するものとする。 

２ 町長は、賃貸借期間が終了する日までに賃貸物件を原状回復して所有者に明け渡さな

ければならない。 

（入居者の公募の方法） 

第 12 条 入居者の公募の方法については、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例

（以下、「条例」という。）第４条の規定を準用する。 

（入居者の資格） 

第 13 条 中間管理住宅に入居できる者は、近隣住民と積極的に交流する意思があり、そ

の者又は同居親族に租税公課の滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に該当しない者で、次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(１) 町外から転入して中土佐町に居住しようとする者 
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(２) 町外から転入して現に中土佐町に居住している者で、継続して中土佐町に居住する

意思のある者 

(３) 現に中土佐町に居住している者で、２名以上で世帯を構成し、継続して中土佐町に

居住する意思のある者 

(４) その他町長が必要と認める者 

（入居の申請） 

第 14 条 前条に規定する資格のある者で、中間管理住宅の入居を希望する者は、中間管

理住宅入居許可申請書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の入居許可申請書の受付は、町長があらかじめ定めた期間において行うものとす

る。 

（入居者の選考） 

第 15 条 町長は、前条第１項による中間管理住宅入居許可申請書を受理したときは、中

間管理住宅入居者選考委員会に諮り、使用の許可の適否を決定するものとする。 

（入居の決定） 

第 16 条 町長は、前条の規定により中間管理住宅の入居者として決定した者（以下「入

居決定者」という。）に対し、中間管理住宅入居許可書（様式第６号）を交付するもの

とする。 

（入居決定者との定期契約の締結） 

第 17 条 前条の規定により入居許可書の交付を受けた入居決定者は、町長が定める期日

までに要綱及び本要領を確認のうえ、入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証

人の連署のある中間管理住宅入居契約書（様式第７号）により契約を締結するものとす

る。 

２ 前項の規定により契約を締結しようとするときは、町長は、中間管理住宅重要事項説

明書（様式第８号）により賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終

了する旨の説明をしなければならない。 

（中間管理住宅の賃貸借期間） 

第 18 条 要綱第１０条に定める期間の満了により中間管理住宅の賃貸借期間が終了した

ときは、契約更新はしない。 

（解除の申入れ） 

第 19 条 中間管理住宅の床面積が 200 平方メートル未満の場合において、転勤、療養、

親族の介護その他のやむを得ない事情により、入居者が中間管理住宅を自己の生活の本

拠として使用することが困難となったときは、入居者は、定期契約の解除の申入れをす

ることができる。この場合においては、定期契約は、解除の申入れの日から１月を経過

することによって終了するものとする。 

２ 前項の解除の申し入れは、中間管理住宅解除申入書（様式第９号）によるものとする。 
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３ 町長は、前項の解除申入書を受理したときは、速やかに可否を決定し、中間管理住宅

解除承認（不承認）決定通知書（様式第 10 号）により通知するものとする。 

（期間満了の通知） 

第 20 条 町長は、期間満了の１年前から６月前までの間に入居者に対し、中間管理住宅

期間満了通知書（様式第 11 号）により中間管理住宅の賃貸借が終了する旨を通知しな

ければならない。 

２ 前項の規定による通知を怠った場合は、その終了を入居者に対して主張することはで

きない。ただし、町長が通知期間の経過後入居者に対し期間の満了により定期契約が終

了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から６月を経過した日に定期契約

は終了する。 

 （明渡しに係る検査等） 

第 21 条 明渡しに係る検査等については、条例第４２条の規定を準用する。 

（明渡し請求等） 

第 21 条 明渡し請求等については、条例第４３条の規定を準用する。 

（委任） 

第 22 条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要領は、公布の日から施行する。 
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